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野田市規則第２２号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の

一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則

（野田市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正）

第１条 野田市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則（平成３年野田市規

則第２９号）の一部を次のように改正する。

第９条第１項第３号中「特定施設入所障害者」を「特定施設入所等障害者｣

に改める。

（野田市重度障がい者等日常生活用具費助成等事業実施規則の一部改正）

第２条 野田市重度障がい者等日常生活用具費助成等事業実施規則（平成１８

年野田市規則第５８号）の一部を次のように改正する。

第３条第１号中「特定施設入所障害者」を「特定施設入所等障害者」に、

「入所前」を「入所又は入居の前」に、「継続入所障害者」を「継続入所等

障害者」に、「入所した」を「入所又は入居をした」に改める。

（野田市移動支援事業実施規則の一部改正）

第３条 野田市移動支援事業実施規則（平成１８年野田市規則第５９号）の一

部を次のように改正する。

第３条中「特定施設入所障害者」を「特定施設入所等障害者」に、「入所

前」を「入所又は入居の前」に、「継続入所障害者」を「継続入所等障害者｣

に、「入所した」を「入所又は入居をした」に改める。

（野田市障がい者等一時支援事業実施規則の一部改正）

第４条 野田市障がい者等一時支援事業実施規則（平成１８年野田市規則第６

０号）の一部を次のように改正する。

第３条中「特定施設入所障害者」を「特定施設入所等障害者」に、「入所

前」を「入所又は入居の前」に、「継続入所障害者」を「継続入所等障害者｣

に、「入所した」を「入所又は入居をした」に改める。

（野田市地域活動支援センター運営費等補助金交付規則の一部改正）

第５条 野田市地域活動支援センター運営費等補助金交付規則（平成１９年野



田市規則第５８号）の一部を次のように改正する。

第２条第３号中「特定施設入所障害者」を「特定施設入所等障害者」に、

「入所前」を「入所又は入居の前」に、「継続入所障害者」を「継続入所等

障害者」に、「入所した」を「入所又は入居をした」に改める。

第５条各号列記以外の部分中「（別記第１号様式）」を削り、同条第１号

中「（別記第２号様式）」を削り、同条第２号中「（別記第３号様式）」を

削り、同条第３号中「（別記第４号様式）」を削り、同条第４号中「（別記

第５号様式）」を削る。

第６条中「（別記第６号様式）」を削る。

第８条中「（別記第７号様式）」を削る。

第９条中「（別記第８号様式）」を削る。

第１０条各号列記以外の部分中「（別記第９号様式）」を削り、同条第１

号中「（別記第１０号様式）」を削り、同条第２号中「（別記第１１号様式)｣

を削る。

第１１条中「（別記第１２号様式）」を削る。

第１２条中「（別記第１３号様式）」を削る。

別記様式を削る。

（野田市医療的ケアを必要とする在宅重度身体障がい者一時入院支援事業実

施規則の一部改正）

第６条 野田市医療的ケアを必要とする在宅重度身体障がい者一時入院支援事

業実施規則（令和２年野田市規則第２７号）の一部を次のように改正する。

第３条第１号中「特定施設入所障害者」を「特定施設入所等障害者」に、

「入所前」を「入所又は入居の前」に、「継続入所障害者」を「継続入所等

障害者」に、「入所した」を「入所又は入居をした」に改める。

附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。


